
休業要請外支援金に関するお知らせ

大阪府 令和２年５月２７日

Ⅰ休業要請外支援金とは？
新型コロナウイルス感染症拡大防止のために、大阪府の施設

の使用制限要請等※１に協力いただいた事業者には「休業要請支援
金（府・市町村共同支援金）」※２を支給しています。
「休業要請外支援金」は、この「休業要請支援金（府・市町村共

同支援金）」支給対象外の事業者で、自主休業や外出自粛等に伴う
売上げ減少等で経営に深刻な影響が生じている中小企業・その
他の法人・個人事業主に対して、家賃等の固定費を支援し、事
業継続を下支えする支援金を支給するものです。

Ⅱ支給額

Ⅲ対象要件
令和２年３月３１日以前に開業・設立し、営業実態のある中

小法人・個人事業主で、下記の①〜③の３つの要件を全て満た
すことが必要です。

中小企業
その他の法人

府内に２以上の事業所がある場合100万円
１事業所の場合50万円

個人事業主 府内に２以上の事業所がある場合50万円
１事業所の場合25万円

①令和２年３月３１日時点で大阪府内に事業所を有していること
②令和２年４月又は４月・５月の平均の売上が前年同期間比で
５０％以上減少していること
③「休業要請支援金（府・市町村共同支援金）」の受給対象でないこと

裏面につづく

※１）令和２年４月１４日から大阪府が行った「施設の使用制限の要請等」を指します。
※２）大阪府新型コロナウイルス感染症のまん延に係る休業要請に応じた事業者に対する支援金の支給に関する規則（大阪府規則第７５号）で

定める支援金をいいます。




